
平成２３年度 
大阪湾広域臨海環境整備センター 

環境保全市民活動等助成金交付要綱 
 

（目的） 

第１条 大阪湾圏域において環境保全・創造に関する実践活動、調査

研究活動及び普及啓発活動等を行うグループや市民団体（以下「団

体等」という。）に対し、活動費用の一部を助成することにより、団

体等との連携を深め、大阪湾広域臨海環境整備センター（以下「大

阪湾センター」という。）に対する理解の促進を図るとともに、地域

の環境保全の促進に寄与することを目的とする。 

 

（助成対象団体等） 

第２条 助成金の交付の対象となる団体等は、原則として次の各号に

定める条件をすべて満たす団体等とする。  
(1) 大阪湾センターの広域処理対象区域内に本拠を有すること。  
(2) 営利を目的としない法人（ＮＰＯ法人等）又は団体（ただし、

国及び地方公共団体を除く。）であること。 

(3) 学校教育法に定める学校（専修学校、各種学校を含む。）でな

いこと。  
(4) 政治的活動又は宗教活動を目的としない団体であること。  
(5) 年間を通じて活動する団体であること。  

 

（助成対象活動） 

第３条 広域処理対象区域内において団体等が当該年度中に行う次の

活動で、広域処理対象区域内の地方公共団体からの推薦（<自治体か

らの副申の例>参照）を受け、大阪湾センターが適当と認める活動を

対象とする。 

(1) 循環型社会の形成推進、３Ｒの推進に関する活動（清掃奉仕

活動を除く） 

(2) 水域環境保全（水質保全、水域生物環境の保全等）に関する活動 

(3) (1) (2)のテーマに関する調査研究、環境教育、啓発活動 

ただし、地域の環境保全・創造活動のモデルとなるような先進性・

独創性のあるもので、かつ適切に実施できる活動について、審査の

うえ採択するものとする。 

  なお、助成を受けて行う活動については、当該活動に係る印刷物

等に大阪湾センターの助成を受けて活動を実施している旨を表示し、

特定の事業開催日については大阪湾センターに事前に連絡するもの

とする。 

 

（助成金額） 

第４条 助成金の額は、当該活動に要する費用の 1／2 以下とし、２０

万円を上限に大阪湾センターの予算の範囲内で助成する。 

なお、活動費用に含むことのできる経費は別表に定める。 

 

（募集期間） 

第５条 市民活動助成の募集期間は次のとおりとする。 

  平成２３年５月１６日(月)から平成２３年６月１７日(金)まで 



 

（助成金の申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする団体等は、「環境保全市民活動

等助成金交付申請書」（様式１）に必要書類を添付して、募集期間の

最終日（必着のこと）までに大阪湾センターに提出するものとする。 

ただし、１団体等の申請は１件とする。 

 

（審査委員会） 

第７条 助成する活動等および助成金額を決定するため、大阪湾セン

ターに審査委員会を設置する。 

 

（選考結果） 

第８条 助成対象とするか否かについての結果及び助成金額（一部減

額採択も含む。）は、申請団体に書面で通知する。 

 

（実績報告書及び支払請求書の提出）  
第９条 助成金の交付決定を受けた団体等は、次に示すいずれかの締

切日までに「環境保全市民活動等実績報告書」（様式２）及び「環境

保全市民活動等に係る助成金支払請求書」（様式３）に必要書類を添

付し、大阪湾センターに提出するものとする。  
なお、第１次、第２次報告書等提出による分割精算も可とする。  
(1) 第１次提出日（第１次締切日） 平成２３年１１月１日(火) 

(2) 第２次提出日（第２次締切日） 平成２４年２月２９日(水)  
 
（助成金の支払い）  
第１０条 大阪湾センターは、報告書を受理した場合には、これを審

査し、その報告に係る環境保全市民活動等が助成金の交付の決定の

内容に適合すると認めたときには、請求書により助成金を交付する

ものとする。  
なお、他からの助成金を受けている場合は、その助成額を助成対

象経費から差し引くものとする。  
 

（助成の取消し等）  
第１１条 助成金の交付決定を受けた団体等が、次の各号のいずれか

に該当するときは、助成金の交付の全部又は一部を取り消し、すで

に交付のあった助成金の全部又は一部を返還させることができるも

のとする。  
(1) 助成金の請求に関して虚偽又は不正の事実があるとき。  
(2) 助成活動の未着手又は中止のとき。  
(3) この要綱の規定に違反したとき。  
(4) その他、大阪湾センターが助成金を交付するに適さないと認

めたとき。  
 

 



 

別表（活動費用に含むことのできる経費）  
 

助成対象経費  備 考  
・ 物品（材料、消耗品等）購入費  
・ 印刷費  
・ 学習会、イベント資料作成費  
・ 会場借上費、イベント開催経費（参加

登録料、バス借上料、保険料等）  
・ 環境測定機器等購入費又はリース料  

（ただし１０万円を上限とする）  
・ 講師謝礼（ただし１名あたり２万円を

上限とし、５名まで。申請団体関係者

への支出は認めない）  
・ 通信運搬費（イベント等参加者への資

料郵送代等）  

以 下 の も の は 助 成 対 象 に

含まれない。  
・ 組織の維持、運営経費

（事務所の光熱費、電

話料金等）  
・ 飲食費  
・ 一般備品（机、いす等）

の購入費  
・ 申請団体関係者の手当  
・ イベント等参加者への

交通費  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            (様式１) 

 

 

環境保全市民活動等助成金交付申請書 
 

平成 年 月 日 

 

大阪湾広域臨海環境整備センター 

理事長  吉本 知之  様 

                      〒  

                団体所在地： 

 

                団  体  名： 

 

代表者氏名：        ㊞ 

電 話 番 号： 

ＦＡＸ番号： 

 
環境保全市民活動等を次のとおり実施したいので、「平成２３年度  

大阪湾広域臨海環境整備センター環境保全市民活動等助成金交付要綱」

に従い、関係書類を添えて助成金を申請します。 

活動等の名称  

助成対象活動の種類 
該当する箇所に○をしてください。     ① 循環型社会の形成推進・３Ｒ推進 

② 水域環境の保全・創造  ③ 調査研究・環境教育・啓発活動 

全体の経費(総額 )  ￥            (全 体 経 費 の 内 訳 を 添 付 す る こ と )

助成対象の経費 
※ 

 

 ￥         (なお、全体経費が助成対象である場合は同額となる)

(助成対象経費の内訳)         (全体経費と同額の場合は別添書類参照と明記すること)

申 請 額 ￥      【※÷2 以下(ただし,上限は 20 万円の金額とすること)】

活 動 内 容  

過 去 に 当 セ ン タ ー の
活 動 助 成 金 を 受 け ま
したか。  

該当する箇所に○をしてください。 

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 
現在、この活動で他団
体から活動助成金を受
けていますか。  

該当する箇所に○をしてください。 

    受けている     受けていない 
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申請に係る担当者連絡先（必ずご記入ください。） 

氏  名  

住  所  

電話番号 
日中に連絡の取れる電話番号をご記入ください（携帯電話可）。 

 

FAX番号  

Eメールアドレス  

連絡方法※ Eメール      電話 

※：申請内容の確認等を行う場合がありますので、どちらかに○を

付けてください。 

 

 

 

 

（添付書類） 

①全体経費の内訳    ②団体の規約・会則等   ③団体の予算・決算書 

④団体の活動実績    ⑤環境保全市民活動等の実施要領等 

 ⑥関係自治体（府県又は市町村）担当課からの推薦(副申)書類 
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（様式２） 

 

 

 

環境保全市民活動等実績報告書 
 

 

                                              平成 年 月 日 

 

  大阪湾広域臨海環境整備センター 

理事長  吉本 知之  様 

 
                      〒 
                                団体所在地： 

 

                                団  体  名： 

 

                                代表者氏名：            ㊞ 

                 

                電 話 番 号： 

 

 

    平成 年 月 日付大セ第 号で交付決定のあった環境保全市民活

動等を次のとおり実施しましたので報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 環境保全市民活動等の名称 

 

 

２ 活動結果 

 

別紙の活動結果報告のとおり 

 

 

 

 

３ 添付書類 

(1) 経費精算書 

(2) 支払が確認できる書類の写し 

 

 

４ その他 

他団体からの活動助成金の有無   (該 当 す る 箇 所 に ○ 印 を し て 下 さ い 。 ) 

(本助成金の申請後に受けたものを含む。 )    受けました    受けていない  

 

 



 
 

別 紙  

活動結果報告  

 

活 動 等 名 称 

 

活

 
 

 

動

 
 

 

実

 
 

 
績

 

実 施 期 間 

 

実 施 場 所 

 

対 象 者 
 

参 加 人 数 

 

展示パネル・ 
 

印刷物等の 
 

制 作 部 数 
 

消 耗 品 等 
 

購 入 数 量 

 

大 阪 湾 フ ェ ニ ッ

ク ス セ ン タ ー の

助 成 を 受 け て 行

っ た 活 動 で あ る

ことの周知方法  

 

 

 

他団体からの活動助

成金について 

（該当する場合のみ

ご記入ください） 

(該 当 す る 箇 所 に ○ 印 を し て 下 さ い 。 ) 
 

助成対象が本事業と 重複している 重複していない  
 

(助 成 対 象 が 本 事 業 と 重 複 し て い る 場 合 は 、 下 記 も ご 記 入 く だ さ い 。 ) 

団体名  （               ）  
助成金額 （             円）  
※助成金額が確認できる書類の写しも添付してください。 

※ 活動の成果物（報告書、写真、配付物等）を１部添付してください。  



 
（様式３）  

 
 
 

環境保全市民活動等に係る助成金支払請求書 
 

                                             平成 年 月 日 

 

大阪湾広域臨海環境整備センター 

理事長  吉本 知之  様 

 

 
                                      〒 
                                団体所在地： 

 

                                団  体  名： 

 

                                代表者氏名：            ㊞ 

                 

                電 話 番 号： 

 

 

 

次のとおり、助成金を精算払いによって交付されたく、請求します。 

 

 

金                              円也 

 

 

 

 

助 成 金 振 込 先 

 

 

①銀 行 名 

 

 

 

②支 店 名 

 

 

 

③口座種類 

 
・普通預金 ・当座預金 

 

④口座番号 

 

         左 詰 め で 記 入 す る こ と  

   フ リ ガ ナ  

⑤口座名義 

 

 



 
 

＜自治体からの副申の例＞ 

 

 

 

                                              平成 年 月 日 

 

 

大阪湾広域臨海環境整備センター 

理事長  吉本 知之  様 

 

 

                            自治体担当課長          ㊞ 

 

 

環境保全市民活動等助成交付推薦団体について 
 

 

 

次の団体は、貴センターの平成２３年度環境保全市民活動等助成の

交付対象として適格と考えます。 

 

 

記 

 

 

１ 団体の名称及び所在地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ その他 

参 考


